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（趣旨） 

第１条 この細則は、公立大学法人前橋工科大学授業料等の免除等に関する規則（平

成２５年規則第８６号。以下「規則」という。）第４条第１項第６号の規定により、

前橋市に住所を有する者等で学業成績及び人物がともに優秀であるもの（以下「特

待生」という。）として授業料を減額するものの取扱いに関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 （特待生） 

第２条 特待生は、公立大学法人前橋工科大学授業料等徴収規則（平成２５年規則第

８５号）別表第１入学料の欄のうち、前橋市民の金額の適用を受けて入学した学部

生とする。 

２ 特待生として学業成績が優秀であると認める基準は、次の表のとおりとする。 
 

区 分 基     準 

１年次 大学入学共通テストにおける次の科目の各得点（得点調整が行わ

れた場合は、得点調整後の得点）が、全て全国平均点以上である

こと。 

(1)「数学Ⅰ,数学Ａ｣ 

(2)「数学Ⅱ,数学Ｂ,数学Ｃ」 

(3)「英語」 

(4)「物理」、｢化学｣､｢生物｣のうち最も得点が高いものを１科目 

２年次から 

４年次まで 

前年時に特待生で、同年時の学業成績（成績評価係数順位）が所

属の学群の年次在学生数×１０％（小数点以下切捨）以内の席次 
 

３ 特待生として人物が優秀であると認める基準は、平常の学業等の態度が優秀であ

ると認められる者とする。 

 （授業料の減額の手続） 

第３条 特待生として授業料の減額を受けようとする者は、規則第２条第３項に規定

する授業料減免等申請書を指定の期日までに提出しなければならない。この場合に

おいて、大学入学共通テストを課されていない者は、大学入学共通テスト成績通知

表を添付しなければならない。 



２ 前項の規定による提出があった場合において、理事長が特待生として授業料を減

額することを決定したときは、前橋市出身入学者特待生決定通知書により通知する

ものとする。 

３ 前項の規定による通知を受けた特待生については、１年次の後期の授業期間から

４年次の後期の授業期間までの授業料の減額に係る申請は、これを要しない。 

 （書類の様式） 

第４条 前橋市出身入学者特待生決定通知書の様式は、別に定める。 

 （その他） 

第５条 この細則に定めるもののほか、特待生に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この細則は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則（令和２年３月３１日細則第６号） 

 この細則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年９月１６日細則第１２号） 

 この細則は、令和２年１０月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日細則第２号） 

 この細則は、令和４年４月１日から施行する。 

１ この細則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この細則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日に在学する学部生で、施行

日以後も引き続き在学するものに対する改正後の第２条第２項の表の規定の適用

については、同表中「学群」とあるのは、「学科」とする。 

   附 則（令和６年５月３１日細則第２号） 

 この細則は、令和６年７月１日から施行する。 


